
寝具・寝装品市場は1兆2千億円市場

（およそ軽自動車市場とほぼ同じ）

1

協会概要 R8.2.20



あるべき姿
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企業(店)数 推計

30,000社

■一社）日本寝具寝装品協会の【目的】

本協会は、寝具寝装品産業の振興と啓発普及活動を継続的に行い、

寝具寝装品業界の健全なる発展とともに、国民生活の向上に寄与することを目的とする。

質の高い睡眠を通じて、国民の豊かで健やかな生活に寄与する。
安心・安全な製品・サービスと確かな情報を提供し、
業界で働く人々と生活者の笑顔のために活動します。

就業人口 推計

195,000人

寝具類卸売業 9%

寝具製造業 13%

毛布製造業 0%

タオル製造業 4%

寝具小売業 18%
家具小売業 48%

ﾁｪｰﾝｽﾄｱ 8%

百貨店 0%

寝具寝装品（タオル含）-就業人口推計
寝具類卸売業, 1,000 

寝具製造業, 1,200 

毛布製造業, 100 

タオル製造業, 1,100 

寝具小売業, 7,900 

家具小売業, 8,500 

ﾁｪｰﾝｽﾄｱ, 10,050 

百貨店, 150 

寝具寝装品（タオル含）企業・店舗数推計
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正会員 企業 51社
正会員 団体 2社
賛助会員 13社

（25年６月現在）

JBA加盟企業



JBAの主力事業
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２）睡眠環境・寝具指導士®（SBI）資格制度

３）GF（Good・Futon）マーク ふとん品質表示規程

1）ヘルスケア認定寝具®

JBA 主力事業

４）J-TAS® 羽毛トレーサビリティ監査システム



協会の運営体制
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■委員会・事業部会の再設置にて、事業の活性化を図る
⇒委員会を設置し、各理事の委員長・副委員長任命
⇒12期より、事業部会内に

「防災型ヘルスケア寝具 策定委員会」及び「新資格制度検討WG」を設置

◆運営スケジュール 報告者 開催

総会 理事・監事 会員 6月

理事会（役員会） 専務理事 理事・監事 3月・10月

委員会

（小委員会報告会）

小委員会 事務局 委員、オブザーバー 適時

担当理事 委員 年4回

試験日 開催

事務局　IDFLmtg

月1回

年1回

開催

認定　年2回 年６回

開催

協議会　年1回

普及委員会　年2回

3月／9月 8/７（木）

↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘

新資格制度検討

ワーキンググループ

↑↓ ↑↓ ↑↓

防災HC　策定委員会 J-TAS　普及委員会

コンプライアンス 品質管理 新事業推進既存事業啓発 広報 情報システム

↓ ↓

J-TAS協議会ヘルスケア認定委員会 SBI認定委員会

↓

①コンプライアンス委員会

【委員会】

R7年度【第1２期】　JBA　委員会・事業部

↓ ↓

【事業部会】

J-TAS

事業部会

ヘルスケア認定寝具

事業部会

睡眠環境寝具指導士

(SBI)事業部会
↓

②需要創出・啓発委員会 ③事業活性委員会
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JBA ヘルスケア認定寝具

ヘルスケア認定寝具🄬 （抜粋） 「睡眠健康機能」



制度の経緯と課題

① ヘルスケア認定寝具 制度の経緯

・令和元年（2020年） 健康寿命延伸産業創出推進事業

・経産省「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」を踏まえ基準を定める

・2020年第1版、2022年第2版、2025年第3版と改訂を行う
→スリープイノベーションプラットフォームと連携
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② ヘルスケア認定寝具制度の課題

１）JBA加盟企業内での周知不徹底 →需要創出啓発委員会の設置にて対策

2）採用の企業においてメリットが不明瞭 →消費者への認知策実施（事例紹介）

3）経産省におけるヘルスケア自主宣言マークの周知不足
・自己宣言マークを認定企業での使用不可 →R7年3月 改訂

→各企業HPでLP作成



認定の推移と普及活動
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③ ヘルスケア認定寝具 認定推移・普及活動

・登録数 88アイテム （R7年9月現在）

・採用企業 ８社 →協会内で自社製造卸・小売業での活用が中心
→協会組織率低さにて市場で認知されない現状
→メリットの打ち出しにて企業加盟の促進策必須

・認定委員会 年2回 3月・9月

・ラベル発給制
・認定後、協会より下げ札を発給し貼付

→商標使用（ロイヤルティ）契約の実施
店頭での消費者への認知策
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事例紹介

西川㈱ WEBサイト掲載、自社ECでの販売 西川㈱ 認定商品をPRTIMESで広報

④ ヘルスケア認定寝具 生活者認知に向けての活動 事例

事例紹介 →消費者への認知策の実施
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㈱ロマンス小杉 WEBサイト掲載

事例紹介 →消費者への認知策の実施

各加盟企業での業界共通のマークの露出アップにて、生活者に気づいていただける活動の実施



11

まくら㈱ WEBサイト掲載

事例紹介 →消費者への認知策の実施

各加盟企業での業界共通のマークの露出アップにて、生活者に気づいていただける活動の実施

まくら㈱ 認定商品をPRTIMESで広報
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事例紹介 →新たな需要の創出

⑤ 防衛省（官公需）での入札案件に条件付帯

・陸上自衛隊での隊員への寝具環境の改善に向けた物資供給。
・2025年 防衛省の入札案件にJBAヘルスケア認定寝具条件にて、
会員企業がマットレスの大口受注。2026年も追加の入札となる。

＜仕様書抜粋＞



【防災型】ヘルスケア認定寝具ガイドラインの策定に向けて（草案）

13

認証の製品付帯（案）
（QRコードネーム）



14

災害関連死を防ぐ「質の高い避難所環境」の構築

•深刻な現状：被災地の避難時における「災害関連死」
能登半島地震では、関連死が直接死の2倍超（475名/228名）。
関連死の35％以上が避難所環境に起因。
「雑魚寝」「低品質な使い捨て寝具」が被災者の健康を蝕んでいる恐れ。

•国の動き：防災庁の発足予定（2026年11月）
寝具や段ボールベッド、テント等の詳細な手配・基準策定は未着手。
地方自治体単位での物資調達が標準化に至らない実情。

•JBAの認識：
単なる「数量の確保」や「流通品の供給」ではなく事前の備蓄体制（規格化・標準化）
国際的な「スフィア基準」や「TKB48」の考え方に基づいた、 質の高い睡眠環境の提供が
寝具業界の社会的責務である。

100年たっても変わらぬ「避難所」を変える



緊急物資調達フロー 避難所での寝具の実態（サイズの統一）
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《緊急災害支援物資調達フロー》
ケースA

製造・卸売業

JBA会員
企業

ケースB

製造・卸売企業

流通小売業

ケースDケースC

《サイズの統一の必要性》

いしかわ総合スポーツセンター（１.５次避難所）

１００×２００㎝（S）

１００×２１０㎝（ＳＬ）

和タイプ マットレスタイプ （能登に５００本納品） ベッドマットレス（スプリングコイル等） 48×64.5×34㎝を6個 ９１×１９２㎝

７６×１８５㎝

９１×１９２㎝

（能登に２００本納品）

９０×２００㎝

（板橋区備蓄用）

全段連（東段工）推奨規格

避難所区画サイズ及びテント

東京都建築士事務所協会
エアーベッド

サイズ多種多様

注）その他サイズの多種大小あり 注）その他サイズ多種大小あり

９０×１９０㎝

キャンプ用等１８０㎝×１８０㎝～

寝具寝装品（敷きふとん、フロワーマットレス）

日本寝具寝装品協会

木製ベッド及びマットレス

全日本ベッド工業会

段ボールベット

９７×１９５㎝（S） 約９７×約１９５㎝（S） ９７×１９５㎝（天板） ２００㎝×２００㎝
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寝具の標準化とパッケージ化による「避難所改革」

• 2つの柱：
1.製品機能・仕様・規格の標準化（【防災型】ヘルスケア認定寝具）

▪ 段ボールベッド、居住区切りテント、敷きふとんのサイズ・機能基準を統一。
▪ 仮設住宅まで継続使用できる最低限必要な品質の仕様へ。

2.避難所設置運用のパッケージ化（事前備蓄に対応）
▪ イタリア式（TKB48）を参考に、迅速に展開可能なユニットとして整備。

• 具体的アクション：
1. 内閣府（防災庁）および関連業界（段ボールベッド・テント業者等）との強力な連携。
2. 「使い捨て」から「リユース（クリーニング活用）」へ転換し、ゴミ問題も解決。

使用済みの廃棄が250～300枚ほどあり、処分方法に苦慮
嘔吐・失禁などの跡もあり感染対策を踏まえると再利用は困難。
サブスクの仕組みを利用して上手く循環できないか。
災害備蓄として地方拠点(道の駅など）を利用して平時はサブス
ク、有事に支援物資化するスキームなども検討の余地あり。

（後日の避難所） いしかわ総合 スポーツセンター


